
郵
政
民
営
化
の
ご
ま
か
し

郵
政
民
営
化
の
ご
ま
か
し

郵
政
民
営
化
の
ご
ま
か
し

郵
政
民
営
化
の
ご
ま
か
し

郵
政
民
営
化
の
ご
ま
か
し

　「
郵
便
局
の
仕
事
は
公
務
員
で

な
く
て
は
で
き
な
い
の
か
」
と
繰

り
返
す
小
泉
首
相
。
あ
た
か
も
郵

政
事
業
が
税
金
の
ム
ダ
使
い
を
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
い
い
ま
す

が
、
郵
政
事
業
に
は
国
民
の
税
金

郵
政
事
業
に
は
国
民
の
税
金

郵
政
事
業
に
は
国
民
の
税
金

郵
政
事
業
に
は
国
民
の
税
金

郵
政
事
業
に
は
国
民
の
税
金

は
一
円
も
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

は
一
円
も
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

は
一
円
も
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

は
一
円
も
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

は
一
円
も
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　　　　　
郵
政
公
社
法
の
第
一
条
で
、
郵

政
公
社
は
「
国
営
の
公
社
」
と
し

て
「
独
立
採
算
制
の
下
」
で
、
業

務
を
お
こ
な
う
こ
と
を
定
め
て
い

る
か
ら
で
す
。
当
然
、
職
員
の
給

料
な
ど
も
事
業
収
入
か
ら
支
出
さ

れ
て
い
ま
す
。
民
営
化
は
税
金
の

民
営
化
は
税
金
の

民
営
化
は
税
金
の

民
営
化
は
税
金
の

民
営
化
は
税
金
の

節
約
に
も

節
約
に
も

節
約
に
も

節
約
に
も

節
約
に
も
「
小
さ
な
政
府
」

「
小
さ
な
政
府
」

「
小
さ
な
政
府
」

「
小
さ
な
政
府
」

「
小
さ
な
政
府
」
に
も
に
も
に
も
に
も
に
も

つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

　
独
立
採
算
制
は
、

　
独
立
採
算
制
は
、

　
独
立
採
算
制
は
、

　
独
立
採
算
制
は
、

　
独
立
採
算
制
は
、
郵
政
公
社
に

郵
政
公
社
に

郵
政
公
社
に

郵
政
公
社
に

郵
政
公
社
に

始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
郵
政
郵
政
郵
政
郵
政
郵
政

省
の
時
代
か
ら
一
貫
し
て
い
ま

省
の
時
代
か
ら
一
貫
し
て
い
ま

省
の
時
代
か
ら
一
貫
し
て
い
ま

省
の
時
代
か
ら
一
貫
し
て
い
ま

省
の
時
代
か
ら
一
貫
し
て
い
ま

す
。
す
。
す
。
す
。
す
。
戦
後
ま
も
な
く
の
時
代
の
イ

戦
後
ま
も
な
く
の
時
代
の
イ

戦
後
ま
も
な
く
の
時
代
の
イ

戦
後
ま
も
な
く
の
時
代
の
イ

戦
後
ま
も
な
く
の
時
代
の
イ

ン
フ
レ
対
策
を
除
き
、

ン
フ
レ
対
策
を
除
き
、

ン
フ
レ
対
策
を
除
き
、

ン
フ
レ
対
策
を
除
き
、

ン
フ
レ
対
策
を
除
き
、
郵
政
事
業

郵
政
事
業

郵
政
事
業

郵
政
事
業

郵
政
事
業

に
税
金
が
投
入
さ
れ
た
こ
と
は
あ

に
税
金
が
投
入
さ
れ
た
こ
と
は
あ

に
税
金
が
投
入
さ
れ
た
こ
と
は
あ

に
税
金
が
投
入
さ
れ
た
こ
と
は
あ

に
税
金
が
投
入
さ
れ
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。

り
ま
せ
ん
。

り
ま
せ
ん
。

り
ま
せ
ん
。

り
ま
せ
ん
。

　
事
実
と
違
う
こ
と
を
平
気
で
い

う
の
が
小
泉
首
相
で
す
。

　
小
泉
首
相
は
、
過
去
に
も
「
郵

便
局
は
、
予
算
要
求
で
税
金
を

使
っ
て
保
冷
車
を
作
り
た
い
と

い
っ
て
き
た
」（
二
〇
〇
三
年
十

月
二
日
の
参
院
予
算
委
員
会
）
と

の
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
郵

政
相
も
経
験
し
た
小
泉
首
相
が
、

郵
便
用
の
自
動
車
で
あ
れ
郵
政
事

業
に
税
金
が
使
わ
れ
て
こ
な
か
っ

た
こ
と
を
知
ら
な
い
は
ず
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
を
あ
え
て
ウ
ソ
を

つ
く
、
首
相
の
姿
勢
が
問
わ
れ
ま

す
。「
税
金
が
減
免
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
隠
れ
た
国
民
負
担
」（「
自

竹
中
担
当
相
も
認
め
る

竹
中
担
当
相
も
認
め
る

竹
中
担
当
相
も
認
め
る

竹
中
担
当
相
も
認
め
る

竹
中
担
当
相
も
認
め
る

　
竹
中
平
蔵
郵
政
民
営
化
担
当
相

竹
中
平
蔵
郵
政
民
営
化
担
当
相

竹
中
平
蔵
郵
政
民
営
化
担
当
相

竹
中
平
蔵
郵
政
民
営
化
担
当
相

竹
中
平
蔵
郵
政
民
営
化
担
当
相

　
直
接
投
入
さ
れ
て
い
る
税
金
、

そ
う
い
う
も
の
は
な
い
と
承
知
し

て
お
り
ま
す
。（
二
月
四
日
の
衆

院
予
算
委
員
会
で
の
日
本
共
産
党

の
塩
川
鉄
也
衆
院
議
員
の
質
問
に

対
し
答
弁
）

由
民
主
」
八
月
二
十
三
日
号
）、

「
民
営
化
に
よ
り
新
た
に
税
収
が

年
間
五
千
億
円
」（
公
明
党
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
）。
自
民
、
公
明
両
党

は
、
民
営
化
す
れ
ば
税
収
が
増
え

て
国
の
財
政
に
貢
献
す
る
か
の
よ

う
に
主
張
し
て
い
ま
す
。
法
人
税

や
固
定
資
産
税
な
ど
を
払
う
よ
う

に
な
る
と
い
う
の
が
理
由
で
す

が
、
こ
れ
も
ご
ま
か
し
で
す
。
郵

政
公
社
は
、
利
益
の
五
〇
％
を
国

庫
に
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
国
と
地
方
分
を
合

わ
せ
た
法
人
税
率
よ
り
高
く
な
り

ま
す
。
政
府
の
試
算
を
も
と
に
、

郵
政
公
社
と
民
営
化
後
の
会
社
の

納
税
（
納
付
）
額
を
比
較
す
る
と
、

二
〇
〇
七
年
度
か
ら
一
六
年
度
の

十
年
間
の
累
計
で
、
民
営
化
会
社

民
営
化
会
社

民
営
化
会
社

民
営
化
会
社

民
営
化
会
社

は
郵
政
公
社
よ
り
四

は
郵
政
公
社
よ
り
四

は
郵
政
公
社
よ
り
四

は
郵
政
公
社
よ
り
四

は
郵
政
公
社
よ
り
四
千
三
百
五
億

千
三
百
五
億

千
三
百
五
億

千
三
百
五
億

千
三
百
五
億

円
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

円
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

円
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

円
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

円
も
少
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
す
。
す
。
す
。
す
。

　
国
庫
納
付
金
や
税
金
を
差
し
引

い
て
郵
政
事
業
自
体
に
残
る
利
益

も
、
公
社
の
ま
ま
の
方
が
五
千
二

公
社
の
ま
ま
の
方
が
五
千
二

公
社
の
ま
ま
の
方
が
五
千
二

公
社
の
ま
ま
の
方
が
五
千
二

公
社
の
ま
ま
の
方
が
五
千
二

百
九
億
円

百
九
億
円

百
九
億
円

百
九
億
円

百
九
億
円
（
十
年
間
の
累
計
）

（
十
年
間
の
累
計
）

（
十
年
間
の
累
計
）

（
十
年
間
の
累
計
）

（
十
年
間
の
累
計
）
ももももも

多
く
な
り
ま
す
。

多
く
な
り
ま
す
。

多
く
な
り
ま
す
。

多
く
な
り
ま
す
。

多
く
な
り
ま
す
。

　
郵
便
貯
金
事
業
は
、
一
六
年
度

に
は
、
公
社
の
ま
ま
な
ら
黒
字
が

続
き
、
民
営
化
さ
れ
れ
ば
六
百
億

民
営
化
さ
れ
れ
ば
六
百
億

民
営
化
さ
れ
れ
ば
六
百
億

民
営
化
さ
れ
れ
ば
六
百
億

民
営
化
さ
れ
れ
ば
六
百
億

円
の
赤
字
に
な
る
と
い
う
政
府
の

円
の
赤
字
に
な
る
と
い
う
政
府
の

円
の
赤
字
に
な
る
と
い
う
政
府
の

円
の
赤
字
に
な
る
と
い
う
政
府
の

円
の
赤
字
に
な
る
と
い
う
政
府
の

試
算
も
あ
り
ま
す
。

試
算
も
あ
り
ま
す
。

試
算
も
あ
り
ま
す
。

試
算
も
あ
り
ま
す
。

試
算
も
あ
り
ま
す
。
赤
字
に
な
れ

赤
字
に
な
れ

赤
字
に
な
れ

赤
字
に
な
れ

赤
字
に
な
れ

ば
法
人
税
も
ゼ
ロ
で
す
。

ば
法
人
税
も
ゼ
ロ
で
す
。

ば
法
人
税
も
ゼ
ロ
で
す
。

ば
法
人
税
も
ゼ
ロ
で
す
。

ば
法
人
税
も
ゼ
ロ
で
す
。

　
民
営
化
は
、
国
の
財
政
に
も
郵

政
事
業
の
収
支
に
も
プ
ラ
ス
に
は

な
り
ま
せ
ん
。
小
泉
首
相
は
、「
郵

政
三
事
業
に
は
約
三
十
八
万
人
の

公
務
員
が
携
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ

を
民
間
人
に
開
放
す
べ
き
だ
」
と

い
い
ま
す
（
小
泉
内
閣
メ
ー
ル
マ

ガ
ジ
ン
）。
三
十
八
万
人
、
と
い
う

の
は
、
郵
便
局
で
働
い
て
い
る

パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
の
非
常

勤
・
短
時
間
職
員
（
ゆ
う
メ
イ
ト
）

約
十
万
人
を
含
め
た
数
字
。
郵
政

公
社
の
常
勤
職
員
数
は
約
二
十
六

万
人
で
す
（
二
〇
〇
四
年
度
末
現

在
）。
数
を
十
万
人
以
上
も
水
増

し
、
税
金
の
削
減
に
も
な
ら
な

税
金
の
削
減
に
も
な
ら
な

税
金
の
削
減
に
も
な
ら
な

税
金
の
削
減
に
も
な
ら
な

税
金
の
削
減
に
も
な
ら
な

い
。
い
。
い
。
い
。
い
。「
公
務
員
削
減
」

「
公
務
員
削
減
」

「
公
務
員
削
減
」

「
公
務
員
削
減
」

「
公
務
員
削
減
」
を
迫
る
こ
の

を
迫
る
こ
の

を
迫
る
こ
の

を
迫
る
こ
の

を
迫
る
こ
の

や
り
方
も
異
常
で
す
。

や
り
方
も
異
常
で
す
。

や
り
方
も
異
常
で
す
。

や
り
方
も
異
常
で
す
。

や
り
方
も
異
常
で
す
。

　
加
え
て
、
問
題
に
な
る
の
が
民

営
化
後
の
職
員
の
雇
用
で
す
。
郵

便
事
業
で
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
非
常
勤
職
員
の
雇
用
が
、
民

営
化
後
も
引
き
継
が
れ
る
法
的
な

根
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　「
民
間
に
開
放
」
な
ど
と
い
い

ま
す
が
、
先
に
民
営
化
し
た
Ｎ
Ｔ

Ｔ
や
Ｊ
Ｒ
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
、

多
く
の
労
働
者
が
不
当
に
解
雇
さ

れ
た
り
職
場
を
追
わ
れ
る
な
ど
、

大
リ
ス
ト
ラ
に
よ
る
雇
用
者
数
の

激
減
で
し
た
。
深
刻
な
サ
ー
ビ
ス

低
下
を
も
た
ら
し
、
国
民
に
と
っ

て
は
「
百
害
あ
っ
て
一
利
な
し
」

の
郵
政
民
営
化
。
そ
の
実
態
が
国

民
に
十
分
に
し
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
を
い
い
こ
と
に
、
自
民
、
公
明

両
党
は
ウ
ソ
と
ご
ま
か
し
で
押
し

通
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。

（
二
〇
〇
五
年
八
月
二
〇
付
赤
旗
三
面
よ
り
抜
粋
）

「「「「「官官官官官かかかかかららららら民民民民民へへへへへ」」」」」ととととといいいいいいいいいいななななながががががららららら　　　　　「「「「「国国国国国営営営営営政政政政政党党党党党」」」」」の自民の自民の自民の自民の自民・・・・・民主民主民主民主民主
　「官から民へ」「民間に出来ることは民間に」と”民間活力”をうたう自民、民
主両党。しかし、資金面では「官」に頼りっぱなしで政党活動の足腰は弱く、政
党助成金（憲法違反）という税金からの支援にどっぷりつかっています。
　日本共産党は憲法違反の政党助成金を一切受け取っていません。０円です。

政
党
助
成
金
　
自
民
五
九
．
九
％

政
党
助
成
金
　
自
民
五
九
．
九
％

政
党
助
成
金
　
自
民
五
九
．
九
％

政
党
助
成
金
　
自
民
五
九
．
九
％

政
党
助
成
金
　
自
民
五
九
．
九
％

民
主
八
四
．
六
％

民
主
八
四
．
六
％

民
主
八
四
．
六
％

民
主
八
四
．
六
％

民
主
八
四
．
六
％
そ
の
上
財
界
か
ら

そ
の
上
財
界
か
ら

そ
の
上
財
界
か
ら

そ
の
上
財
界
か
ら

そ
の
上
財
界
か
ら

政
治
献
金
う
け
と
る
政
党
Ｎ
Ｏ
！

政
治
献
金
う
け
と
る
政
党
Ｎ
Ｏ
！

政
治
献
金
う
け
と
る
政
党
Ｎ
Ｏ
！

政
治
献
金
う
け
と
る
政
党
Ｎ
Ｏ
！

政
治
献
金
う
け
と
る
政
党
Ｎ
Ｏ
！

　
財
界
利
益
代
表
・
国
営
政
党
の

自
民
・
公
明
・
民
主
は
、
庶
民
に

痛
み
ば
か
り
を
押
し
つ
け
、
そ
の

先
に
は
さ
ら
な
る
痛
み
、
税
額
控

除
の
廃
止
、
消
費
税
増
税
、
憲
法

改
悪
し
て
日
本
を
戦
争
す
る
国
に

造
り
か
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
も
う
マ
ス
コ
ミ
の
流
す
二
大
政

党
論
に
は
ダ
マ
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
戦
前
か
ら
、
非
国
民
と
言
わ
れ

て
も
、
反
戦
・
平
和
・
基
本
的
人

権
・
十
八
才
以
上
の
普
通
選
挙
権

な
ど
、
今
で
は
常
識
の
要
求
を
庶

民
の
立
場
で
主
張
し
続
け
た
日
本

共
産
党
、
確
か
な
野
党
日
本
共
産

党
を
、
今
度
の
衆
議
院
選
挙
で
前

進
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
こ
の
西
多
摩

か
ら
は
日
本
共
産
党
の
鈴
木
た
く

や
さ
ん
、
比
例
区
は
日
本
共
産
党

に
ご
支
持
を
お
寄
せ
下
さ
い
。

これまでこれまでこれまでこれまでこれまで（（（（（１１１１１９９９９９９９９９９５５５５５年年年年年～～～～～１１１１１０００００年年年年年半半半半半）））））の政党助成金総額３２８４億円の政党助成金総額３２８４億円の政党助成金総額３２８４億円の政党助成金総額３２８４億円の政党助成金総額３２８４億円
自民党１５４８億円、公明党２４０億円、民主党６７９億円、社民党２７３億円
＜本部収入に占める政党助成金の割合＜本部収入に占める政党助成金の割合＜本部収入に占める政党助成金の割合＜本部収入に占める政党助成金の割合＜本部収入に占める政党助成金の割合（（（（（２２２２２００００００００００３３３３３年年年年年）））））＞＞＞＞＞
自民党５９．自民党５９．自民党５９．自民党５９．自民党５９．９％、９％、９％、９％、９％、民主党８４．民主党８４．民主党８４．民主党８４．民主党８４．６％、６％、６％、６％、６％、社民党６１．社民党６１．社民党６１．社民党６１．社民党６１．１％１％１％１％１％これでは「国営政党」
「官製政党」です。これこそ、無駄遣いの典型です。無駄遣いの典型です。無駄遣いの典型です。無駄遣いの典型です。無駄遣いの典型です。すぐ返上するべきです！すぐ返上するべきです！すぐ返上するべきです！すぐ返上するべきです！すぐ返上するべきです！。


